
区分 所属・役職 委員 備考

市長又はその指名する職員 八幡浜市総務企画部長 藤堂　耕治 道路運送法施行規則第9条の3第1項第1号

伊予鉄南予バス株式会社
代表取締役社長

岡田　好功 道路運送法施行規則第9条の3第1項第2号

宇和島自動車株式会社
営業課長

大内　崇義 道路運送法施行規則第9条の3第1項第2号

株式会社富士タクシー
代表取締役

三好　正司 道路運送法施行規則第9条の3第1項第2号

アトムタクシー株式会社
専務取締役

宇都宮　弓子 道路運送法施行規則第9条の3第1項第2号

一般社団法人愛媛県バス協会の代表
一般社団法人愛媛県バス協会
専務理事

松本　真一 道路運送法施行規則第9条の3第1項第2号

一般社団法人愛媛県ハイヤー・タク
シー協会の代表

一般社団法人愛媛県ハイヤー・タ
クシー協会専務理事

谷口　政賀津 道路運送法施行規則第9条の3第1項第2号

八幡浜市議会総務産業委員会委
員長

平野　良哉
地域公共交通の活性化及び再生に関する法
律第六条第2項第3号

八幡浜市社会福祉協議会常務理
事

菊池　益夫
地域公共交通の活性化及び再生に関する法
律第六条第2項第3号

釜倉　民生委員 中尾　比良喜 道路運送法施行規則第9条の3第1項第3号

若山区長 寺坂　俊一 道路運送法施行規則第9条の3第1項第3号

中津川区長 久保　康尋 道路運送法施行規則第9条の3第1項第3号

津羽井区長 松井　義人 道路運送法施行規則第9条の3第1項第3号

高野地区長 樋田　都 道路運送法施行規則第9条の3第1項第3号

川之石地区公民館長 濱田　和夫 道路運送法施行規則第9条の3第1項第3号

宮内清水町区長 九鬼　実 道路運送法施行規則第9条の3第1項第3号

国土交通省四国運輸局愛媛運輸
支局首席運輸企画専門官

山本　悟史 道路運送法施行規則第9条の3第1項第4号

国土交通省四国運輸局愛媛運輸
支局首席運輸企画専門官

山本　美恵子
地域公共交通の活性化及び再生に関する法
律第六条第2項第3号

一般旅客自動車運送事業者の事業用自
動車の運転者が組織する団体の代表

宇和島自動車労働組合
副委員長

山田　篤彦 道路運送法施行規則第9条の3第1項第5号

愛媛県南予地方局
八幡浜土木事務所長

曽我部　知正
道路運送法施行規則第9条の3第2項第1号の
イ

八幡浜市産業建設部長 垣内　千代紀
道路運送法施行規則第9条の3第2項第1号の
イ

八幡浜警察署長又はその指名する者
愛媛県八幡浜警察署
交通課長

福原　豊紀
道路運送法施行規則第9条の3第2項第1号の
ロ

松山大学
法学部　准教授

甲斐　朋香 道路運送法施行規則第9条の3第2項第2号

田中輸送有限会社代表取締役 和田　雅子
地域公共交通の活性化及び再生に関する法
律第六条第2項第2号

特定非営利活動法人にこにこ日
土理事長

萩森　敏久
地域公共交通の活性化及び再生に関する法
律第六条第2項第2号

四国旅客鉄道株式会社
愛媛企画部長

窪　仁志 道路運送法施行規則第9条の3第2項第2号

愛媛県南予地方局地域産業振興
部地域政策課長

末光　加代子
地域公共交通の活性化及び再生に関する法
律第六条第2項第3号

27名

道路管理者又はその指名する者

学識経験を有する者その他の交通会
議が必要と認める者

八幡浜市地域公共交通会議委員

委員任期：令和7年4月1日（就任日）～令和9年3月31日（2年間）

一般乗合旅客自動車運送事業者

一般貸切（乗用）旅客運送事業者

住民又は利用者の代表者

四国運輸局愛媛運輸支局長又はその
指名する職員


